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(57)【要約】
【課題】本発明は金属等の素線にて編組みされたブレー
ドが一体的に設けられた被覆チューブ部材のもつ伸縮性
を阻害することがなく、湾曲部の湾曲抵抗の増大による
操作性を低下させない内視鏡を提供する。
【解決手段】本発明は、挿入部４の先端部６と可撓管部
８との間に湾曲部７が配設され、この湾曲部７は回動自
在に連結した複数の湾曲コマ３１の外周に外装部材３３
が配設し、上記外装部材３３は被覆チューブ部材５１の
内側にブレード５２を配し、ブレード５２はその両端部
以外の部位では上記被覆チューブ部材５１と別体に分か
れ得るように構成したものである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  挿入部の先端部と可撓管部との間に湾曲
部が配設され、この湾曲部は、回動自在に連結した複数
の湾曲コマを備え、湾曲コマの外周に被覆チューブ部材
を配設した内視鏡において、
上記被覆チューブ部材の内側に円筒状のブレードを配設
し、上記ブレードの少なくとも中間一部では上記被覆チ
ューブ部材の内面と別体に分かれ得る構成であることを
特徴とする内視鏡。
【請求項２】  請求項１において、ブレードの端部が被
覆チューブに接続されることにより、上記ブレードは上
記被覆チューブ部材に一体的に取り付けられた構成であ
ることを特徴とする内視鏡。
【請求項３】  請求項２において、ブレードの端部が被
覆チューブ内に埋設され、被覆チューブ部材にブレード
を接続した構造であることを特徴とする内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、挿入部に設けられ
た湾曲部の外装構造が、ゴム等のエラストマーにて形成
された被覆チューブ部材に金属等の素線にて編組したブ
レードを組み付けた構造を有した内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般に、挿入部が軟性の内視鏡では挿入
部に湾曲部を設け、この湾曲部を操作部での操作により
湾曲できるようになっている。
【０００３】実開昭６３－１８２７０４号公報で示され
る如く、湾曲部の外装構造は、柔軟性を有するゴム等の
エラストマーにて形成された被覆チューブ部材に、金属
等の素線にて編んだブレードを全長にわたり、一体的に
組み付けた構造であり、この外装部材を、互いに回動自
在に連結した複数の関節部材の外周に被嵌するようにし
たものである。また、被覆チューブとブレードが別体に
て構成されている場合、ブレードは湾曲部の最先端に位
置する関節部材または先端部材と最後端に位置する関節
部材または接続管に半田等で両端いずれもが固定されて
いる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】従来の内視鏡における
湾曲部の外装構造では、柔軟性を有するゴム等のエラス
トマーにて形成された被覆チューブ部材に、金属等の素
線にて編んだブレードが一体的に組み付けられているた
め、被覆チューブ部材の素材部分がブレードの編み目に
噛み込まれて両者が一体化している。つまり、被覆チュ
ーブ部材とブレードが一体的な構造になっている。この
ため、湾曲部を湾曲させる際において、被覆チューブ部
材の伸縮動作がブレードで妨げられ、本来有するべき被
覆チューブ部材の伸縮性が得られ難い。このように従来
の内視鏡では湾曲部が湾曲する際の抵抗が増大する結
果、内視鏡の操作性が低下し、内視鏡検査において必要
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かつ十分な湾曲性能が得られ難いものであった。
【０００５】また、ブレードは湾曲部の最先端に位置す
る関節部材または先端部材と最後端に位置する関節部材
または接続管に半田等で固定されていると、ブレードを
交換し取り付ける際に、内部の構成部品に半田が付着し
ないように取り付けなければならないので、その取付け
作業が面倒である。さらに、ブレードの取外し作業も困
難であった。
【０００６】本発明は上記課題に着目してなされたもの
で、その目的とするところは金属等の素線にて編組みさ
れたブレードが一体的に設けられたゴム等のエラストマ
ーにて形成された被覆チューブ部材のもつ伸縮性を阻害
することがなく、湾曲部の湾曲抵抗の増大による操作性
を低下させないようにした内視鏡を提供することにあ
る。また、ブレードの取り付け、取り外しが容易である
内視鏡を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】請求項１に係る発明は、
挿入部の先端部と可撓管部との間に湾曲部が配設され、
この湾曲部は、回動自在に連結した複数の湾曲コマを備
え、湾曲コマの外周に被覆チューブ部材を配設した内視
鏡において、上記被覆チューブ部材の内側に円筒状のブ
レードを配設し、上記ブレードの少なくとも中間一部で
は上記被覆チューブ部材の内面と別体に分かれ得る構成
であることを特徴とするものである。請求項２に係る発
明は、請求項１において、ブレードの端部が被覆チュー
ブに接続されることにより、上記ブレードは上記被覆チ
ューブ部材に一体的に取り付けられた構成であることを
特徴とする内視鏡である。請求項３に係る発明は、請求
項２において、ブレードの端部が被覆チューブ内に埋設
され、被覆チューブ部材にブレードを接続した構造であ
ることを特徴とする内視鏡である。
【０００８】
【発明の実施の形態】〔第１実施形態〕図１乃至図３を
参照して本発明の第１実施形態について説明する。
【０００９】（構成）図１は第１実施形態に係る内視鏡
システム１の全体を示す。内視鏡２は操作部３と挿入部
４とケーブル５を備える。挿入部４はその先端部６と湾
曲部７と可撓管部８とからなり、湾曲部７は先端部６と
可撓管部８の間に配設されている。また、湾曲部７は操
作部３に設けられた湾曲操作体９により湾曲操作可能な
ものである。
【００１０】挿入部４の先端部６には対物レンズ１１
と、この対物レンズ１１の表面に水や空気等の流体を噴
き付ける清掃用ノズル１２と、照明窓１３と、処置具挿
通孔の先端開口１４が設けられている。清掃用ノズル１
２から気体と液体を選択的に噴出させるため、操作部３
には送気送水操作ボタン１６と、処置具挿通孔の先端開
口１４より選択的に体腔内の粘液等を回収するための吸
引操作ボタン１７が配設されている。処置具挿通孔は挿
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入部４内に配設された図示しないチューブ等によって形
成され、操作部３に設けた処置具挿入口部１８に接続さ
れている。
【００１１】上記ケーブル５の先端にはコネクタ１９が
設けられ、このコネクタ１９は内視鏡の周辺装置として
の光源装置２１に接続される。コネクタ１９には流体管
路の端を構成する不図示の口金と、不図示のライトガイ
ドの端を構成する同じく不図示のライトガイド口金や電
気接点部が配設されており、コネクタ１９には内視鏡の
周辺装置としての画像処理装置２２に電気的に接続する
ための接続ケーブル２３が設けられている。内視鏡の他
の周辺装置としてキーボード２４やモニター２５等が設
けられている。これらの周辺装置は架台２６に設置され
ている。
【００１２】ライトガイドはケーブル５から操作部３お
よび挿入部４内を通じて先端部６まで導かれ、光源装置
２１から照明光を照明窓１３に送り、体腔内に拡開照射
するようになっている。
【００１３】上記先端部６には対物レンズ１１を介して
体腔内を撮像する不図示のＣＣＤが配置されている。Ｃ
ＣＤから得た体腔内観察像の画像信号は内視鏡２の内部
に配設された不図示の電気配線を通じてコネクタ１９に
設けた電気接点部に伝達され、接続ケーブル２３を通じ
て画像処理装置２２に伝達される。
【００１４】次に、図２及び図３を参照して、挿入部４
における湾曲部７の構造について説明する。すなわち、
湾曲部７は複数の湾曲コマ３１がリベット状のピン３２
にて回動自在に組み合わせられた湾曲自在な組立物を備
え、この組立物の外周には後述する外装部材３３が被嵌
されている。最先端の湾曲コマ３１の先端部分は先端部
６における本体部材３４の後端部外周に形成した段部周
面３５に密に被嵌しており、最先端の湾曲コマ３１はネ
ジ３６により本体部材３４に固定されている。また、最
後端の湾曲コマ３１の後端部分は挿入部４における可撓
管部８の先端に設けた接続管３７の先端部外周に形成し
た段部周面３８に密に被嵌して固定されている。
【００１５】上記外装部材３３は本来の湾曲部７の領域
を越えて前方と後方に両端とも延長されており、外装部
材３３の前端部分は最先端に位置する湾曲コマ３１の先
端を越え、本体部材３４における段部周面３５よりも先
の部位まで延び、その部位に密に被嵌している。先端部
６の本体部材３４にはこれの周囲を覆うように構成され
た樹脂等の非導電性材質より形成される先端カバー３９
が接着等にて固定されている。先端部６の本体部材３４
には先端カバー３９の側壁を貫通し、接着等の手段によ
り固定されたピン４０が少なくとも１つ配されている。
【００１６】外装部材３３の前端は先端カバー３９の後
端に突き当てられ、その外装部材３３の先端部分に対し
て糸４１を巻き付けることより、先端部６の本体部材３
４に強固に固定されている。糸４１を巻き付けたところ
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には接着剤等よりなる固定材４２が塗布されている。固
定材４２は少なくとも糸４１の全域及び先端カバー３９
の後端部分の全周にわたり接するように配されている。
【００１７】また、外装部材３３の後端部分は最後端の
湾曲コマ３１の後端を越えて接続管３７に達し、可撓管
部８における外皮４３の先端に突き当てられている。接
続管３７の外周に被嵌した外装部材３３から可撓管部８
の外皮４３にわたりそれらの外周には糸４４が巻き付け
られていて、それらは巻き付けた糸４４で接続管３７に
強固に固定されている。糸４４を巻き付けたところには
接着剤等よりなる固定材４５が少なくとも糸４４の全域
にわたり配されている。
【００１８】図２及び図３に示すように、ピン３２にて
回動自在に組み合わせられた複数の湾曲コマ３１は外装
部材３３で覆われるが、この外装部材３３は弾性を有す
るゴム・エラストマーより成るチューブ状の被覆チュー
ブ部材５１とこれの内側に配されるブレード５２によっ
て構成される。ブレード５２は金属または繊維よりなる
素線を編組みで円筒状に形成されたものである。ブレー
ド５２の中間部ではブレード５２が被覆チューブ部材５
１の内周面から分離し得る状態で別体に構成されてい
る。被覆チューブ部材５１とブレード５２は通常接した
状態にあるが、離間した状態にあっても良い。
【００１９】また、ブレード５２の両端部５２ａ，５２
ｂは被覆チューブ部材５１の層内に埋め込まれて一体的
に組み付けられている。つまり、ブレード５２の両端部
５２ａ，５２ｂは被覆チューブ部材５１に固定されてい
る。しかし、ブレード５２の両端部５２ａ，５２ｂを除
く中間の部分（湾曲部７の略全長にわたる）は、上述し
たように被覆チューブ部材５１の内面に結合せず、離れ
たり、実際に離れなくとも分離し得る状態になってい
る。
【００２０】また、被覆チューブ部材５１の両端部分の
内周面５１ａ，５１ｂは全周において平滑な面であり、
内周面５１ａ，５１ｂの部分は先端部６の本体部材３４
と可撓管部８における接続管３７の外周に被嵌するよう
になっている。
【００２１】被覆チューブ部材５１の外周面上で、ブレ
ード５２の端に対応する位置には微少な凸状の隆起より
なる指標５３が設けられている。
【００２２】図２に示す如く、上記湾曲部８の内部には
その湾曲部８を上下／左右方向に湾曲させるための操作
ワイヤ５５が配されている。この操作ワイヤ５５はその
一端が最先端の湾曲コマ３１に固定され、後端側は挿入
部４の可撓管部８内に配置された図示しないガイドチュ
ーブを通じて操作部３まで案内され、図示しない牽引操
作機構に連結されている。牽引操作機構は操作部３の湾
曲操作体９により操作され、上記操作ワイヤ５５のいず
れかを適宜牽引できるようになっている。
【００２３】また、操作ワイヤ５５は湾曲部８内におい
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て湾曲コマ３１に設けられたガイド５６によって案内さ
れている。また、挿入部４内にはノズル１２に流体を供
給する不図示の流体管路及び処置具挿入口部１８より回
収した流体が通る不図示の吸引管路等の内蔵物が配設さ
れている。
【００２４】（作用）図２及び図３で示す如く、湾曲部
７の外装部材３３の被覆チューブ部材５１における両端
部分の内周面５１ａ，５１ｂは全周において平滑な面で
あるため、先端側においては糸４１による緊縛力により
先端部６の本体部材３４の外周面と密着して固定され
る。また、可撓管部８側においては接続管３７の外周面
と密着し、かつ糸４４の緊縛力により可撓管部８の端部
に強固に固定される。
【００２５】先端部６の先端カバー３９には本体部材３
４に固定されているピン４０が貫通しているため、先端
カバー３９は本体部材３４に対してのズレや脱落が防止
される。
【００２６】外装部材３３の糸巻き部分４１，４４は固
定材４２，４５で固定され、かつ固定材４２，４５は先
端カバー３９の全周にかかるように配置されているた
め、先端カバー３９と外装部材３３の当接部分の隙間を
通じて内部に液体が侵入することや外界との高周波の漏
れ等が防止できる。
【００２７】外装部材３３のブレード５２はその両端部
５２ａ及び５２ｂが被覆チューブ部材５１と一体的に接
続されており、このセット化された部組のセットとして
の組み付けや取り外しが可能である。
【００２８】ブレード５２はその両端部５２ａ，５２ｂ
以外の部分が被覆チューブ部材５１と別体として分離可
能な構成になっているため、湾曲部７が上下／左右に湾
曲する際にブレード５２の編組み構成における素線の疎
／密が容易に変化する。つまり、ブレード５２が被覆チ
ューブ部材５１の伸展性を阻害しない。このため、湾曲
部７が曲がり易い。
【００２９】また、隣接する湾曲コマ３１の隙間はブレ
ード５２で覆われているため、被覆チューブ部材５１が
湾曲コマ３１の隙間に落ち込み、その隣接する湾曲コマ
３１の間に被覆チューブ部材５１の部分を挟むことがな
い。
【００３０】（効果）本実施形態によれば、被覆チュー
ブ部材５１とブレード５２の部組を一緒に取り外して交
換することができる。また、被覆チューブ部材５１の両
端内面部分では露出状態のブレード５２が存在しないの
で、被覆チューブ部材５１を気密的に取り付けることが
できる。さらに、被覆チューブ部材５１とブレード５２
が少なくとも中間領域では分れているので、湾曲部７が
湾曲する際、ブレード５２が被覆チューブ部材５１の伸
縮動作を妨げず、湾曲部が湾曲する際の抵抗が小さく、
湾曲部７の軽快な湾曲動作を確保する。
【００３１】なお、図４は上記外装部材３３についての
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変形例であり、これはブレード５２の両端部５２ａ，５
２ｂが完全な状態で被覆チューブ部材５１に埋め込まれ
るのではなく、端部５２ａ，５２ｂの一部分のみが被覆
チューブ部材５１の内面部分に埋め込まれて被覆チュー
ブ部材５１に固定されている。また、ブレード５２の中
間領域の部分は被覆チューブ部材５１の内面に分離可能
な状態で、かつ密着して配置されている。他は上記第１
実施形態のものと同様な構成である。
【００３２】〔第２実施形態〕図５及び図６を参照して
本発明の第２実施形態について説明する。
【００３３】（構成）本実施形態では図５で示す如く、
湾曲部７の外装部材３３においてのブレード５２はその
両端部５２ａと５２ｂを被覆チューブ部材５１に埋設し
て一体的に構成してあるが、ブレード５２の後方側端部
５２ｂは湾曲部７の中央付近までの範囲Ａにわたり、外
装部材３３に埋設している。
【００３４】外装部材３３に埋設されるブレード５２の
後方側端部５２ｂの範囲Ａの長さについては図６に示す
ように、湾曲部７の領域の全長Ｌに対して長さｌにて示
される範囲に相当する。長さｌは湾曲部７の全長Ｌの３
０～７０％であり、それは湾曲部７の湾曲時の形状が最
適になる長さに設定され、その範囲は可撓管部８側に位
置している。上記以外については第１実施形態と同じで
ある。
【００３５】（作用）本実施形態によれば、第１実施形
態の作用に加えて、被覆チューブ部材５１の範囲Ａにお
いて、ブレード５２の端部５２ｂは被覆チューブ部材５
１に一体的に埋設されているため、この端部５２ｂの位
置ではブレード５２の編線間に入り込んでいる被覆チュ
ーブ部材５１の弾性材料部分が、ブレード５２の編線間
の疎／密の変化をそれなりに阻害し、被覆チューブ部材
２１自体の柔軟性を低下させる。これに対し、被覆チュ
ーブ部材５１のブレード５２の両端部５２ａと５２ｂの
間で、被覆チューブ部材５１が弾性材料のみにて構成さ
れている範囲ではブレード５２の編線間の疎／密が変化
し易く、被覆チューブ部材５１の柔軟性を阻害しない。
よって、先端部６において図６に示されるＬの範囲で、
先端側はｌで示される範囲よりも湾曲がかかり易く、ｌ
にて示される後端側部分は湾曲がかかり難くなる。
【００３６】これにより、湾曲部７の湾曲動作において
先端部６の移動が最小となるように所望の方向に向かせ
ることが容易である。つまり、湾曲部７の軸方向に対
し、少ない幅にて先端部６を上下／左右の方向に向かせ
ることができる。
【００３７】（効果）本実施形態の構成によれば、被覆
チューブ部材５１にブレード５２を一体的に埋設する位
置及び領域を変えるのみで、第１実施形態の効果に加
え、湾曲部７の外形を大型化させることなく、先端側を
コンパクトに湾曲させることができる。
【００３８】〔第３実施形態〕図７乃至図１０を参照し
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7
て本発明の第３実施形態について説明する。
【００３９】（構成）図７は挿入部４の先端部６と湾曲
部７と可撓管部８にわたる部分の縦断面図である。湾曲
部７は前述したものと同様にピン３２にて複数個の湾曲
コマ３１を回動自在に連接してなる構成物に外装部材６
０を外装したものである。外装部材６０は金属または繊
維を筒状に編組みで形成した保護ブレード６１と、ゴム
等のエラストマー等の弾性体より筒状に形成してなる外
皮６２にて構成され、外皮６２にて保護ブレード６１の
外周を覆うように構成されている。
【００４０】外装部材６０の先端部分は先端部６の本体
部材３４の外周に被嵌される。また、外装部材６０の後
端部分は可撓管部８の接続管３７の外周に被嵌されてい
る。いずれの端部も糸４１，４４及び固定材４２，４５
により液密的に固定されている。
【００４１】最先端の湾曲コマ３１は先端部６における
本体部材３４にネジまたは接着剤等により固定されてお
り、また、最後端の湾曲コマ３１は可撓管部８の接続管
３７にネジまたは接着剤等により固定されている。
【００４２】次に、図８及び図９を用いて、上記保護ブ
レード６１の詳細な構成について説明する。保護ブレー
ド６１の両端部には弾性固定部６２を形成した。つま
り、保護ブレード６１の両端部では素線６４間にＲＴＶ
ゴム等の弾性を有する材料６３を全周にわたり充填して
弾性固定部６２が構成されている。この弾性固定部６２
を含む部分の保護ブレード６１の内径はこれが固定され
る湾曲コマ３１の外径以下となるように構成されてい
る。保護ブレード６１は拡張が可能なものであり、特に
弾性固定部６２の部分は弾性的に拡張が可能なものであ
る。保護ブレード６１の弾性固定部６２はいずれも湾曲
部７を構成する湾曲コマ３１の外周に外嵌させられてい
る。また、弾性固定部６２の部分は前述した実施形態の
場合と同様に被覆チューブ部材５１に固定すると良い。
なお、保護ブレード６１は湾曲コマ３１と被覆チューブ
部材５１から分離自在に組み付けてあるが、湾曲コマ３
１の外周に接着等にて固定するようにしても良い。
【００４３】また、本実施形態においては図１０に示す
ように、保護ブレード６１の両端部には金属等の硬質材
料によってネジ頭等の硬質凸部が係合するための透孔６
５が形成された硬質固定部６６を部分的に構成してあ
り、周方向において不連続に少なくとも２つの硬質固定
部６６が設けられている。硬質固定部６６の部分はＲＴ
Ｖゴム等の弾性部材にて構成した弾性部６７で繋がって
全体として管状で、かつ全体として伸縮自在なように弾
性固定部６２を構成している。
【００４４】（作用）本実施形態の構成にあっては保護
ブレード６１が破損した場合、湾曲部７において、糸締
め部の糸や固定材を破壊し、外装部材５１を取り外すこ
とで、弾性固定部６２の部分を含んだ保護ブレード６１
を露呈し、さらに先端と後端側の湾曲コマ３１の外周に
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接着等にて固定されていた弾性固定部６２の部分を破壊
し、または剥離し、係着していた場合にはその弾性固定
部６２の部分を外すことで、保護ブレード６１を容易に
取り外すことができる。
【００４５】続いて、新品の保護ブレード６１を湾曲部
７に配する場合にあっても、その弾性固定部６２は弾性
を有するため、保護ブレード６１の編線間の疎／密が変
化し、内外径が変化するのと同じく、弾性固定部６２の
部分の内外径も変化し、先端カバー３９の外径部及び湾
曲部７を構成する複数の湾曲コマ３１の最大外径部を容
易に通過できる。
【００４６】所望の位置に保護ブレード６１が配された
後には保護ブレード６１及び弾性固定部６２が湾曲コマ
３１の外径に接するようにその内径を変化するので外装
部材６０を容易に配することができる。また、保護ブレ
ード６１の両端部は弾性固定部６２にて素線６４がほつ
れることなく単体にて存在することが可能である。
【００４７】加えて、図１０に示す構成のものによる
と、伸縮部６７により保護ブレード６１の両端部がほつ
れることなく存在することができる。このため、湾曲部
７を構成する複数の湾曲コマ３１に外装する場合に伸縮
部６７によりその両端部の内外径が変化し、湾曲部７に
配することができる。これに加えて、硬質固定部６６が
硬質の部材であることより、湾曲コマ３１にネジ等によ
り強固に固定することが可能となる。
【００４８】（効果）本実施形態の構成によれば、湾曲
部７を構成する保護ブレード６１が破損した場合、外皮
６２を取り外すのみにて、保護ブレード６１の交換が容
易であり、また、保護ブレード６１の形状は単体で維持
できる。
【００４９】〔第４実施形態〕図１１を参照して本発明
の第４実施形態について説明する。
【００５０】（構成）本実施形態は内視鏡の先端部６の
構成の変形例であって、その詳細な構成が図１１に示さ
れている。金属等の硬質部材にて形成された先端部６の
本体部材３４内には対物レンズ１１を介して被検物を観
察するためにユニット化された固体撮像素子８０が内挿
され、固定されている。また、処置具挿通口１４には可
撓性を有するチューブ体よりなる処置具挿通チューブ８
１が接続され、処置具挿通チューブ８１は硬質の円筒状
部材である接続パイプ８２を介してそれに接着またはロ
ー付け等により強固に固定されている。
【００５１】また、図示されていないが、照明光を先端
へ導くライトガイドファイバ束や、先端へ気体及び液体
を送気／送液するためのチューブ等も本体部材３４に固
定されている。
【００５２】本体部材３４には側面の一部及び先端面を
覆うように、樹脂等の絶縁性の部材より構成された先端
カバー３９が接着等により一体的に固定されている。本
体部材３４の、先端カバー３９が固定されない基端外周
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には湾曲部７を構成する最先端に位置する湾曲コマ３１
が強固に固定されている。
【００５３】本体部材３４の外周面には外装部材３３を
構成する弾性を有するチューブ体よりなる被覆チューブ
部材５１の内周面が接するように配されている。被覆チ
ューブ部材５１の先端は先端カバー３９の後端面に近接
位置している。被覆チューブ部材５１の外周には糸４１
が巻回され、被覆チューブ部材５１を緊縛している。
【００５４】被覆チューブ部材５１の、糸４１が巻回さ
れ、かつ本体部材３４に固定される部位の肉厚は湾曲部
７に位置する部位の肉厚よりも薄く形成されている。ま
た、糸４１の外周には粘度が低く、隙間等への流れ込み
性が良い接着剤よりなる固定部下層８５が配されてお
り、この固定部下層８５の上部には耐薬品性及び生体適
合性を有し、粘度が高く成形性に優れた接着剤よりなる
固定部上層８６が配されている。ここにおいて、固定部
下層８５は粘度が３０００mPa・s以下であり、固定部上
層８６は粘度が５０００mPa・s以上である接着剤より構
成されている。
【００５５】上記に加えて、固定部上層８６は接着剤に
限らず、ウレタン等の熱可塑性樹脂であっても良い。ま
た、固定部下層８５及び固定部上層８６はＵＶ光線等の
光により硬化する接着剤であっても良い。
【００５６】（作用）被覆チューブ部材５１が糸４１に
より本体部材３４に固定される部位において、固定部下
層８５の粘性が低いことにより、先端カバー３９の端面
と被覆チューブ部材５１の端面の間に発生する隙間に固
定部下層８５が流れ込み易く、当接部の微細な隙間に固
定部下層８５の材料を密に充填し、その隙間を塞ぐこと
ができる。また、隣接する糸４１の間にも固定部下層８
５の材料が流れ込み易く、その隙間を塞ぐことができ
る。
【００５７】一方、固定部下層８５が充填された糸４１
の外周面は凹凸になり易いものである。しかし、固定部
上層８６は粘性が高いため、比較的厚めに塗布すること
が可能であり、固定部上層８６の外面を滑らかに形成す
ることができる。
【００５８】加えて、固定部上層８６がウレタン等の熱
可塑性樹脂の場合、固定部上層８６を加熱溶融すること
で当該部に配することができ、室温に戻すことで固定部
上層８６の硬化時間を短くすることができる。
【００５９】更に、固定部下層８５、固定部上層８６を
ＵＶ等の光線により硬化する接着剤を用いた場合にはＵ
Ｖ光等の短時間照射により硬化できる。
【００６０】被覆チューブ部材５１の糸４１が巻回され
る部位が他の部位よりも薄肉に形成されているため、糸
４１、固定部下層８５、固定部上層８６が積層した構成
であっても当該部位の外径を小さくすることができる。
【００６１】（効果）本実施形態によれば、被覆チュー
ブ部材５１の両端固定部位を大径化することなく、外観
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を滑らかに成形することが可能であり、かつ、被覆チュ
ーブ部材５１の両端固定部の電気絶縁性を確保し易い構
造である。
【００６２】なお、上記構成は先端側のみに限定される
ものではなく、被覆チューブ部材５１と可撓管部８との
接続部においても同様に構成するようにしても良い。
【００６３】〔第５実施形態〕図１２乃至図２２を参照
して、本実施形態の内視鏡について説明する。
【００６４】（構成）図１２は本実施形態に係る内視鏡
の先端部６、湾曲部７及び可撓管部８にわたる部分の湾
曲部７の最外層を構成する円筒状の弾性体よりなる外皮
（例えば図７に外皮６２として記される）を取り外した
状態でのものである。
【００６５】上記湾曲部７は図示されていない複数の湾
曲コマ（例えば図７に湾曲コマ３１として記される）が
回動自在に連接した構成物に、金属または繊維よりなる
素線を円筒状に編組みしたブレード５２が外装されてな
り、ブレード５２を含む湾曲部７の両端部分はネジ等の
固定手段により、先端部６及び可撓管部８の先端部分に
配された接続管３７に固定されている。
【００６６】図１３は可撓管部８の部分の横断面図であ
り、可撓管部８内には処置具等を先端に導き、また、先
端部６より液体を吸引するための可撓性チューブよりな
る処置具挿通チューブ１０１と、先端部６に設けられた
ノズル１１に気体または液体を送るための可撓性チュー
ブよりなる送気送水チューブ１０２と、先端部６に配さ
れた照明レンズに光を導くためのファイバー束よりなる
ライトガイドファイバ束１０３と、対物レンズ１１によ
り得られた被検物像を先端に配された固体撮像素子より
電気信号に変換し、上記信号をＣＣＵに導くための信号
ケーブル１０４と、上記湾曲部７を上下／左右方向に湾
曲させるための牽引ワイヤを挿通し、その先端部分が接
続管３７に固定された弾性を有するパイプ材または金属
素線を螺旋状に密に密着させて構成されたコイル状シー
ス部材よりなるシース１０５等の部材が配されている。
処置具挿通チューブ１０１の先端は先端部６の本体部材
３４に設けられた接続管１０９に接続されている。
【００６７】ライトガイドファイバ束１０３、信号ケー
ブル１０４、送気送水チューブ１０２及び処置具挿通チ
ューブ１０１はこれらの先端が接続される本体部材３４
と他端までの必要長さよりも長く構成されていて、その
余分の長さの部分が可撓管部８の内部または図１９に示
す操作部３の把持部分内に弛んで収容されるように構成
されている。
【００６８】ところで、図１４に示すように、湾曲部７
の部材から先端部６の本体部材３４を取り外し、本体部
材３４は湾曲部７より切り離したとき、上記ライトガイ
ドファイバ束１０３、信号ケーブル１０４、送気送水チ
ューブ１０２及び処置具挿通チューブ１０１の各構成要
素はそれ自身の余分長により湾曲部７に対して本体部材
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３４が距離Ｎだけ引き離すことができる。
【００６９】ここで、距離Ｎは処置具挿通チューブ１０
１と本体部材３４、ライトガイドファイバ束１０３と本
体部材３４、信号ケーブル１０４と本体部材３４及び送
気送水チューブ１０２と本体部材３４の各接続部を着脱
作業ができる必要最小限の空間を形成する。例えば距離
Ｎは１０ｍｍ～３０ｍｍである。
【００７０】次に、図１９を用いて、内視鏡の操作部３
と挿入部４の可撓管部８の接続部近傍の構成について説
明する。可撓管部８は操作部側端部分に硬質の部材より
なる接続口金１１１を一体的に配しており、接続口金１
１１には更に硬質の部材よりなる第１連結部材１１２が
ネジ等により固定されている。
【００７１】第１連結部材１１２の、上記接続口金１１
１が固定されていない端には硬質の円筒状部材よりなる
第２連結部材１１３が係合するように構成されている。
第１連結部材１１２の外周面に形成された雄ネジ部１１
４に螺合する第１固定リング１１５を設け、この第１固
定リング１１５により、当該係合部を押圧し、第１連結
部材１１２と第２連結部材１１３を一体的に固定してい
る。
【００７２】第２連結部材１１３にはその側面に処置具
挿入口部１８を設けるための開口１１７が設けられてお
り、上記開口１１７に吸引管路と処置具挿通路を分岐さ
せる分岐ブロック１１８が位置決めされた状態で挿通さ
れると共に、その分岐ブロック１１８は第２連結部材１
１３にネジ等により固定されている。
【００７３】分岐ブロック１１８において、処置具挿通
チューブ１０１が接続される先端側開口端部には略筒状
の接続口金１２０がろう付けまたは接着等により固定さ
れている。接続口金１２０の先端外周部は先細のテーパ
ー状になるように形成され、このテーパー部外周には処
置具挿通チューブ１０１の基端部分が外挿されており、
この被嵌部分には内面がテーパー部になっている硬質の
リング部材１２２が外嵌している。また、リング部材１
２２には締付けリング１２３が外嵌しており、この締付
けリング１２３を接続口金１２０の中途部外周に形成し
た雄ネジ１２４に螺合して締め付けている。
【００７４】分岐ブロック１１８に処置具挿通チューブ
１０１を接続する場合、接続口金１２０のテーパー部外
周に処置具挿通チューブ１０１の基端部分を外挿し、こ
れの外周にリング部材１２２を被せ、そのリング部材１
２２を締付けリング部材１２３で外側から締め付ける。
これにより、リング部材１２２が押し込まれ、リング部
材１２２は処置具挿通チューブ１０１の外周を押圧し、
この押圧状態での接続を維持する。
【００７５】分岐ブロック１１８の残る他の開口端の１
つには吸引チューブ１３１が接続される硬質のパイプ材
よりなる吸引パイプ１３２の先端が接続されている。
【００７６】分岐ブロック１１８の、第２連結部材１１
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３に形成された開口部１１７より突き出した開口端部に
は当該部に処置具等を導くための導入口である鉗子導入
口金１３５が弾性材１３６を介して液密的かつ着脱自在
に連結されている。
【００７７】また、上記第２連結部材１１３は第１連結
部材１１２が係合しない側の端を、内視鏡２の操作部３
に固定された硬質の部材よりなるベース１３７にネジ等
により固定されている。ベース１３７は図２０で示す操
作部３の本体外装部材１４０に連結されている。第２連
結部材１１３の外周は操作部３の把持カバー部材１３８
にて覆われている。把持カバー部材１３８は第２連結部
材１１３の外周に配された雄ネジ部１４１に螺合したリ
ング部材である第２固定リング１４２により、操作部３
の本体外装部材１４０との間に挟持固定されている。
【００７８】図１９で示すように把持カバー部材１３８
には処置具挿入口部１８と相対する位置に透孔１５１が
設けられており、当該部分には処置具導入口金１３５が
シールリング１５３を用いて液密的に配されるようにな
っている。
【００７９】把持カバー部材１３８の先端側にはゴム等
の弾性部材で成形された折止め部材１５２が折止め部材
接続管１５４を介して第２連結部材１１３に螺合し、固
定的に配されている。
【００８０】次に、図２１及び図２２を参照して、内視
鏡２の先端部６における内視鏡内蔵物の固定構造につい
て説明する。先端部６における本体部材３４には軸方向
に沿って平行な透孔１６１が形成されており、該透孔１
６１には複数の光学レンズにより構成された対物レンズ
系を保持した対物レンズ枠１６２が挿入設置されてい
る。対物レンズ枠１６２には固体撮像素子ユニット１６
３が連接されている。
【００８１】対物レンズ枠１６２の外周部には周回する
凹状の溝部１６４が形成されており、本体部材３４には
上記対物レンズ枠１６２を挿入した際にその対物レンズ
枠１６２の外周に設けられた溝部１６４と同位置に一致
し、かつ本体部材３４の外周から透孔１６１の位置まで
径方向に貫通する透孔１６５が形成されている。上記透
孔１６５には対物レンズ枠固定ネジ１６６が螺合し、対
物レンズ枠固定ネジ１６６の先端は対物レンズ枠１６２
に形成された溝部１６４に係合している。対物レンズ枠
固定ネジ１６６は溝部１６４に螺合するとき、対物レン
ズ枠１６２を先端側に押し付け、このことにより、透孔
１６１の先端小径端部１６７に当てて対物レンズ枠１６
２の位置決めがなされる。
【００８２】本体部材３４に形成される透孔１６５はそ
の本体部材３４の側面で先端カバー３９及び湾曲コマ３
１が固定されていない位置に形成されている。或いは図
２２に示すように対物レンズ枠固定ネジ１６６は先端カ
バー３９が固定されている位置に形成するようにしても
良い。この場合、本体部材３４に形成された透孔１６５
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と一致する透孔１６８を先端カバー３９にも形成するよ
うにする。
【００８３】このような取付け構造は対物レンズ枠１６
２の固定に限定されるものでなく、図示されないライト
ガイドファイバ束１０３の固定に用いても良い。また、
対物レンズ枠１６２の側面に溝部１６４を形成する構成
に限らず、対物レンズ枠固定ネジ１６６にて対物レンズ
枠１６２の側面を押圧して固定する構造のものであって
も良い。
【００８４】（作用）図１５乃至図１７及び図２０を用
いて、内視鏡２の内蔵物の一つである処置具挿通チュー
ブ１０１を交換する手順について説明する。まず、図１
５で示すように、本体部材３４に固定された硬質のパイ
プ材よりなる接続パイプ１０９からその処置具挿通チュ
ーブ１０１を取り外す。
【００８５】これに引き続き、図１７で示すように形成
された略円筒状の連結部材１７１の一端を、図１６で示
すように取り外そうとする処置具挿通チューブ１０１の
先端部に差し込み、また、連結部材１７１の他端には新
品である処置具挿通チューブ１０１の後端を嵌め込み、
取り外そうとする処置具挿通チューブ１０１と新品であ
る処置具挿通チューブ１０１を接合的に連結する。
【００８６】また、操作部３側では図１９に示された折
止め部材１５２や処置具導入口金１３５を取り外し、第
２固定リング１４２を回転して、これを取り外すこと
で、把持カバー部材１３８は先端側へスライドし、取り
外すことができる。
【００８７】第２連結部材１１３とベース１３７の接続
部を切り離し、第２連結部材１１３より先端側の部分と
ベース１３７より操作部側の部分を、内蔵物の接続を除
いて分離させる。また、第１固定リング１１５を回転さ
せて、これを取り外し、分岐ブロック１１８が第２連結
部材１１３に固定されているネジ等の固定手段を除去
し、図２０で示すように、第２連結部材１１３を可撓管
部８に対して先端側にスライドさせることにより、分岐
ブロック１１８を外部に露呈させる。
【００８８】続いて、締付リング１２３を取り外し、処
置具挿通チューブ１０１と接続口金１２０を接続する硬
質リング部材１２２による圧入力を解除し、処置具挿通
チューブ１０１を接続口金１２０より取り外す。
【００８９】続いて、処置具挿通チューブ１０１を第２
連結部材１１３をスライドさせ、分岐ブロック１１８を
露呈させた空間部より引き抜く。すると、図１６で示す
ように、新品の処置具挿通チューブ１０１が湾曲部７及
び可撓管部８内に引き込まれる。
【００９０】そして、新品の処置具挿通チューブ１０１
の基端が分岐ブロック１１８の近傍まで引き抜かれた
ら、処置具挿通チューブ１０１の先端を先端部６におけ
る接続パイプ１０９に接続する。
【００９１】次に、可撓管部８の接続口金１１１の端部
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より接続口金１２０までの距離を合わせ、処置具挿通チ
ューブ１０１の先端部分をカットし、接続口金１２０に
硬質リング部材１２２と締込みリング１２３により接合
させる。
【００９２】この後、分岐ブロック１１８と第２連結部
材１１３、第１連結部材１１２と第２連結部材１１３、
第２連結部材１１３とベース１３７、把持カバー部材１
３８、第２固定リング１４２、鉗子導入口金１３５及び
折止め部材１５３を接続する。また、先端側においては
本体部材３４と湾曲部７を固定し、湾曲部７の外周に外
装部材を取り付け、一連の作業を完了する。
【００９３】図１８は同作業を容易に行うための内視鏡
固定具２００を示すものである。内視鏡固定具２００に
は内視鏡２の挿入部４における湾曲部７の両端を固定す
るための湾曲部先端固定具２０１と可撓管部固定具２０
２とが設けられ、湾曲部先端固定具２０１と可撓管部固
定具２０２は互いの距離を調整できるようにスライド可
能に設けてある。また、内視鏡固定具２００には先端部
６の本体部材３４を固定する先端硬質部固定具２０３が
設けられており、先端硬質部固定具２０３は固定された
内視鏡２の軸方向に対し角度をもって斜めに本体部材３
４を固定できるような形状になっている。
【００９４】上記の交換作業は処置具挿通チューブ１０
１の交換のみにとどまらず、ライトガイドファイバ束１
０３、信号ケーブル１０４、及び送気送水チューブ１０
２などにも用いられる。
【００９５】ライトガイドファイバ束１０３、信号ケー
ブル１０４、送気送水チューブ１０２及び処置具挿通チ
ューブ１０１はライトガイドファイバ束１０３、信号ケ
ーブル１０４、送気送水チューブ１０２及び処置具挿通
チューブ１０１が接続される本体部材３４と他端側まで
必要な長さよりも長く構成されているため、本体部材３
４と湾曲部７との接続を取り外し、本体部材３４を湾曲
部７に対して引き出すことができる。
【００９６】これにより、本体部材３４と湾曲部８の間
に距離Ｎの空間を設けることができ、この空間により、
各種内蔵物の接続部を外す作業を行なうことが容易であ
り、また、内蔵物を容易に引き出すことができる。
【００９７】操作部３と可撓管部８の接続部近傍におい
ては折止め部材１５２、処置具導入口金１３５及び第２
固定リング１４２を取り外すことのみで把持カバー部材
１３８を先端側にスライドさせ、第２連結部材１１３を
露出させることができ、第２連結部材１１３と分岐ブロ
ック１１８、第２連結部材１１３と第１連結部材１１
２、及び第２連結部材１１３とベース１３７の各接続を
外すことで第２連結部材１１３を先端側にスライドさせ
ることができ、分岐ブロック１１８を外部に露呈させる
ことができる。このように、分岐ブロック１１８が外部
に露呈されることで、処置具挿通チューブ１０１と接続
口金１２０の接続を解除できる。
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【００９８】これにより、処置具挿通チューブ１０１の
両端部がフリーな状態になり、処置具挿通チューブ１０
１の先端に連結部材１７１を介して、新品の処置具挿通
チューブ１０１の基端を接続し、分岐ブロック１１８近
傍にて処置具挿通チューブ１０１の端を引き抜けば、内
視鏡２の挿入部４内において、他の内蔵物の配列を乱す
ことなく、破損した古い処置具挿通チューブ１０１を、
新しい処置具挿通チューブ１０１に容易に置き換えるこ
とが可能となる。
【００９９】この後に新品の処置具挿通チューブ１０１
を本体部材３４の接続パイプ１０９及び接続口金１２０
に接続することで、内視鏡２の挿入部４より各種内蔵物
をすべて引き抜くことなく容易に修理交換することがで
きる。
【０１００】また、内視鏡固定具２００を使用すること
で、屈曲し易い湾曲部７の部分を直線状態にて固定で
き、本体部材３４を傾けることで、交換されるべき処置
具挿通チューブ１０１を略直線状に引き込むことができ
る。このため、湾曲部７内を走行している他の内蔵物に
過剰なストレスを加えることがなく、また、交換される
処置具挿通チューブ１０１に対しても過剰なストレスを
加えないため、容易かつ確実に内蔵物の交換作業を行う
ことができる。
【０１０１】これは処置具挿通チューブ１０１のみに留
まることなく、他の内蔵物であるライトガイドファイバ
束１０３、信号ケーブル１０４および送気送水チューブ
１０２においても同様の作用が認められる。
【０１０２】また、内視鏡２の先端部６における信号ケ
ーブル１０４の着脱においては図２１に示されるよう
に、被覆チューブ部材５１を取り外すのみで、対物レン
ズ枠固定ネジ１６６が露呈され、対物レンズ枠固定ネジ
１６６を取り外し、図中左の矢印に示されるように先端
側より対物レンズ枠１６２を押し込むことで、本体部材
３４より信号ケーブル１０４を引き抜くことができる。
【０１０３】信号ケーブル１０４の交換においては処置
具挿通チューブ１０１と同様であるが、一般的に対物レ
ンズ枠１６２及び固体撮像素子ユニット１６３が信号ケ
ーブル１０４よりも太いため、処置具挿通チューブ１０
１と同様の方法で引き抜くことができない。
【０１０４】よって、古い対物レンズ枠１６２及び固体
撮像素子ユニット１６３が信号ケーブル１０４の端部に
て切断し、新しい信号ケーブル１０４の端部を接続す
る。新しい信号ケーブル１０４の他端には固体撮像素子
ユニット１６３及び対物レンズ枠１６２が組み付けられ
ているため、処置具挿通チューブ１０１の場合と同様に
引き抜くことで、内視鏡２の挿入部４内に容易に配置す
ることができ、新しい固体撮像素子ユニット１６３及び
対物レンズ枠１６２が本体部材３４の近傍まで引き込ま
れた後に、本体部材３４へ対物レンズ枠１６２を挿入
し、対物レンズ枠固定ネジ１６６にて固定することがで
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きる。これは図２２で示した形式のものにおいても同様
である。
【０１０５】（効果）湾曲部を被覆する被覆チューブ部
材５１を取り外し、先端部の固定及び操作部と挿入部の
接続部近傍の各接続部を取り外すのみにて、必要最小限
の内視鏡内蔵物のみの修理／交換が容易に可能となり、
かつ、交換に伴い、交換を要しない他の内蔵物を損傷す
ることがない。
【０１０６】〔第６実施形態〕図２３及び図２４を用い
て本実施形態を説明する。
【０１０７】（構成）図２３に示されるように、本実施
形態の内視鏡２における湾曲部７は複数の湾曲コマ３１
を回動自在に連接して構成されているが、本体部材３４
に接続される最先端の湾曲コマ３１ａはその内径ｍを、
嵌合接続される本体部材３４の外径と略同一に構成され
ている。
【０１０８】最先端の湾曲コマ３１ａに連接される、先
端より２つ目のコマである湾曲コマ３１ｂはその先端側
部分の内径を最先端の湾曲コマ３１ａの内径と同じく形
成し、他端側部分をｍよりも大きな内径となるように形
成されている。つまり、湾曲コマ３１ｂは先端側部分が
細く、他端側部分が太く、途中で径が変化するように形
成されている。
【０１０９】この湾曲コマ３１ｂに連接される、先端よ
り３つ目のコマである湾曲コマ３１ｃはその先端側部分
が太く、その径が上記湾曲コマ３１ｂの後端部分の径と
略同一になるように形成されており、その内径Ｍはｍよ
り大きく、ｍ＜Ｍとなるように構成されている。また、
湾曲コマ３１ｃの後部分はこの後の湾曲コマ３１の部材
の外嵌する部分の厚み分、細く形成されている。
【０１１０】このように湾曲コマ３１が連接されて構成
された構成物の外周には金属または繊維等を円筒状に編
組み構成して形成した保護ブレード２１１が被せて設け
られており、この保護ブレード２１１はその両端部を最
先端の湾曲コマ３１ａと最も後端側の湾曲コマ３１ｚと
の外周に固定している。また、保護ブレード２１１は前
述した実施形態で示したように中間部分を別体に離れ得
るようにすると共に、端部においてのみ、外皮２１２に
固定するようにしても良い。
【０１１１】保護ブレード２１１の外周には弾性材より
なる外皮２１２が液密的に設けられており、この外皮２
１２の両端部は本体部材３４の外周と可撓管部８の先端
に設けた接続管２１３の先端部分に被嵌して固定されて
いる。
【０１１２】保護ブレード２１１の両端固定部はその保
護ブレード２１１の外周に被嵌した外皮２１２の外周に
糸２１５を巻回し、この糸２１５の外周全を覆うように
第１固定層２２１、この第１固定層２２１の全ての外周
を覆う第２固定層２２２よりなる多層の保護層構造に構
成されている。第１固定層２２１はウレタン等の熱可塑
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性樹脂より構成されており、第２固定層２２２はエポキ
シ系の接着剤より構成されている。
【０１１３】また、第１固定層２２１および第２固定層
２２２を構成する手段としては図２４に示すように、チ
ューブ状に構成した第１固定層２２１を、糸２１５の外
周に配し、ヒーター等により第１固定層２２１を加熱溶
融させて配し、第１固定層２２１が室温に冷却されたと
ころで、第１固定層２２１の外周に第２固定層２２２を
塗布し、第２固定層２２２の外周にフッソ系の難接着性
を有し、かつ熱収縮性を有したチューブ体である熱収縮
チューブ２２５を被せて配し、その熱収縮チューブ２２
５を加熱し収縮させる。そして、第２固定層２２２が完
全に硬化した後に熱収縮チューブ２２５を除去する。
【０１１４】（作用）本実施形態は湾曲部の湾曲コマ３
１ｂが内径変化部を有するため、本体部材３４より湾曲
部７に至る部分の内径を徐々に変化させることができ
る。
【０１１５】また、糸２１５の外周を覆う熱可塑性樹脂
よりなる第１固定層２２１で構成するため、糸２１５の
被覆する保護層の外周部が滑らかに形成することがで
き、また、加熱を止め冷却するのみの短時間にて糸２１
５の外周を保護する層を容易に形成できる。
【０１１６】さらに、第１固定層２２１の外周を第２固
定層２２２で覆う際、熱収縮チューブ２２５でその外周
の外径及び形状を整い形成することができる。
【０１１７】（効果）本実施形態によれば、先端部６の
外径を細くし、かつ内蔵物のストレスを少なくするため
に湾曲部７の部分の外径を先端部６の外径よりも大きく
した形式であっても先端部６のところより湾曲部７に至
る部分の外径を滑らかに形成することができる。これに
加えて、熱可塑性樹脂にて短時間にて糸２１５の外周を
覆い、かつ第１固定層２２１の薬品に対する耐性を第２
固定層２２２にて確保でき、当該固定部を成形する作業
性を簡便かつ容易にできるという効果が得られる。
【０１１８】＜付記＞
（第１群）
付記項１；挿入部の先端部と可撓管部との間に遠隔操作
により湾曲操作可能な湾曲部が配設され、上記湾曲部は
複数の湾曲コマを回動自在に連結して構成されており、
上記湾曲部の外周面に弾性の被覆チューブが配設された
内視鏡において、上記被覆チューブの内側に、円筒状の
編線よりなるブレードが一体的に構成されると共に、少
なくともブレードの両端部以外の部位で、上記被覆チュ
ーブと上記ブレードが別体となるように構成したことを
特徴とする内視鏡。
【０１１９】付記項２；付記項１において、被覆チュー
ブの両端部で内視鏡先端部及び可撓管部に固定される内
周面には、弾性体により構成される平滑面を有すること
を特徴とする内視鏡。
【０１２０】付記項３；付記項１において、被覆チュー
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ブの両端部で内視鏡先端部及び可撓管部に固定される範
囲には、ブレードが配されていないことを特徴とする内
視鏡。
【０１２１】請求噴４；付記項１において、被覆チュー
ブの外周面で、一体的に配設されたブレードの少なくと
も一端部位置には、微少な凸状の突起よりなる指標部が
設けられていることを特徴とする内視鏡。
【０１２２】付記項５；付記項１において、ブレードの
素線径は、被覆チューブ肉厚の５０％未満であることを
特徴とする内視鏡。
【０１２３】付記項６；付記項１において、被覆チュー
ブに一体的に配設されたブレードの全長は、被覆チュー
ブ全長以下であり、湾曲部を構成する複数のカンセツが
回動する範囲以上であることを特徴とする内視鏡。
【０１２４】（第２群）
付記項１０；挿入部の先端部と可撓管部との間に遠隔操
作により湾曲操作可能な湾曲部が配設され、上記湾曲部
は複数のカンセツを回動自在に連結して構成されてお
り、上記湾曲部の外周面に弾性の被覆チューブが配設さ
れた内視鏡において、上記被覆チューブの内側に、円筒
状の編線よりなるブレードが、先端側においては端部の
み一体的に構成しており、操作部側においては、湾曲部
の中央部近傍まで一体的に構成してあることを特徴とす
る内視鏡。
【０１２５】付記項１１；付記項１０において、被覆チ
ューブ両端の内周面を、内視鏡先端部及び可撓管部に固
定される範囲において、平滑面となるように構成してい
ることを特徴とする内視鏡。
【０１２６】付記項１２；付記項１０において、ブレー
ドが被覆チューブと一体的に構成されてなる操作部側端
部の範囲は、湾曲部全長の７０％以下であることを特徴
とする内視鏡。
【０１２７】付記項１３；挿入部の先端部と可撓管部と
の間に遠隔操作により湾曲操作可能な湾曲部が配設さ
れ、上記湾曲部は複数のカンセツを回動自在に連結して
構成されており、上記湾曲部の外周面に、円筒状の編線
よりなるブレードと、上記ブレードの外周面に弾性の被
覆チューブが配設された内視鏡において、上記被覆ブレ
ードの両端部で、湾曲部に外挿固定される範囲全周に、
弾性部材を配したことを特徴とする内視鏡。
【０１２８】付記項１４；付記項１３において、弾性部
材はＲＴＶゴム等であることを特徴とする内視鏡。
【０１２９】付記項１５；付記項１３において、被覆ブ
レードの両端部で、湾曲部の両端部のカンセツに固定さ
れる部位に、金属または樹脂による硬質部が、被覆ブレ
ードの全周に不連続的に配設されていることを特徴とす
る内視鏡。
【０１３０】付記項１６；付記項１５において、被覆ブ
レードの両端部に配設された硬質部は一端の少なくとも
２ヶ所に設けられていることを特徴とする内視鏡。
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【０１３１】付記項１７；付記項１５において、被覆ブ
レードの両端部に配設された、弾性部材は同様に被覆ブ
レードの両端部に配設された硬質部を包含するように配
されていることを特徴とする内視鏡。
【０１３２】付記項１８；挿入部の先端部と可撓管部と
の間に遠隔操作により湾曲操作可能な湾曲部が配設さ
れ、上記湾曲部は複数のカンセツを回動自在に連結して
構成されており、上記湾曲部の外周面に編線よりなるブ
レードと、ブレードの外周面に弾性の被覆チューブが配
設され、上記被覆チューブの両端部を糸状体にて巻回
し、糸状体の外周を接着剤等の固定材にて覆い固定する
内視鏡において、上記糸状体の外周を覆う固定材は少な
くとも２層にて構成され、糸状体に接する第１の層は低
粘度よりなる接着剤より構成され、第１の層の外周に接
する第２の層は高粘度よりなる接着剤より構成したこと
を特徴とする内視鏡。
【０１３３】（第３群）
付記項３１；付記項３０において、高粘度よりなる第２
の層を構成する接着剤の粘度は、５０００mPa・s以上で
あり、低粘度よりなる第１の層を構成する接着剤の粘度
は、３０００mPa.s以下であることを特徴とする内視
鏡。
【０１３４】付記項３２；付記項３０において、第２の
層は、ウレタン等の熱可塑性樹脂により構成されている
ことを特徴とする内視鏡。
【０１３５】付記項３３；付記項３０において、第１の
層は、第２の層以上の幅よりなり、第２の層の両端部
は、第１の層に接していることを特徴とする内視鏡。
【０１３６】付記項３４；付記項３０において、第１の
層の厚みは、第２の層の厚みよりも薄いことを特徴とす
る内視鏡。
【０１３７】（第４項）
付記項４０；先端側より、先端部と湾曲部及び可撓性を
有する軟性部より順次構成される挿入部と、挿入部内に
処置具等を挿通可能とする処置具挿通口と、照明光を先
端に導光するためのライトガイドファイバーバンドル
と、固体撮像素子よりの信号を導くための信号ケーブル
と、液体及び気体を送るための送気／送水チューブ等の
内蔵物を備え、上記内蔵物を、先端部に設けられた先端
部本体に取り外し可能に固定した内視鏡において、先端
部本体と湾曲部を取り外し可能に固定し、内蔵物の各接
続部を取り外すことなく、先端部本体と湾曲部を取り外
した際に、湾曲部端と先端部本体間に、上記内蔵物と先
端部本体との取り付け部が外部に露呈される間隔が設け
られるように構成したことを特徴とする内視鏡。
【０１３８】付記項４１；付記項４０において、内蔵物
の全長は、全てが接続されている状態の内視鏡におけ
る、先端部本体と他の接続部までの長さよりも、少なく
とも先端部本体と湾曲部が取り外された際に、内蔵物と
先端部本体との取り付け部が外部に露呈される間隔以上
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長く構成されていることを特徴とする内視鏡。
【０１３９】付記項４２；付記項４０において、内蔵物
の各接続部を取り外すことなく、先端部本体と湾曲部を
取り外した際に、湾曲部端と先端部本体間に、上記内蔵
物と先端部本体との取り付け部が外部に露呈されるよう
に引き離された間隔において、上記内蔵物を先端部本体
より取り外し、内蔵物の接続端を取り出すことが可能で
あることを特徴とする内視鏡。
【０１４０】付記項４３；付記項４０において、内蔵物
の各接続部を取り外すことなく、先端部本体と湾曲部を
取り外した際に、湾曲部端と先端部本体間に空けられた
間隔は、１０ｍｍ以上であることを特徴とする内視鏡。
【０１４１】付記項４４；付記項４０において、先端部
本体と、湾曲部を接続している接続部材は、湾曲部の外
周に配設された被覆ゴムを取り外すことにより露呈され
ることを特徴とする内視鏡。
【０１４２】（第５群）
付記項５０；挿入部の先端部と可撓管部との間に遠隔操
作により湾曲操作可能な湾曲部が配設され、上記湾曲部
は複数のカンセツを回動自在に連結して構成されてお
り、上記湾曲部の外周面に編線よりなるブレードと、ブ
レードの外周面に弾性の被覆チューブが配設され、上記
被覆チューブの両端部を熱可塑性樹脂よりなる固定材に
て固定している内視鏡において、固定材の外周部を接着
剤にて覆ったことを特徴とする内視鏡。
【０１４３】付記項５１；付記項５０において、被覆チ
ューブの両端部に配されている固定材はウレタンよりな
ることを特徴とする内視鏡。
【０１４４】付記項５２；付記項５０において、被覆チ
ューブの両端部に配されている固定材の外周部を覆う接
着剤はエポキシ系の接着剤よりなることを特徴とする内
視鏡。
【０１４５】付記項５３；付記項５０において、被覆チ
ューブの両端部に配されている固定材の外周部を覆う接
着剤は、少なくとも固定材の両端部全周を覆っているこ
とを特徴とする内視鏡。
【０１４６】付記項１０～１２の従来技術としては、特
開平２－２７１８１７号公報、実開平５－２８３０１号
公報、特開平１０－２３４６５３号公報、特開平１１－
９５４３号公報及び特開平１１－９５４４号公報があ
る。
【０１４７】（付記の従来技術）付記項２０～２４の従
来技術としては、特開平４－３５７９２１号公報、特開
平１１－３１８８１５号公報及び特開２０００－５１１
４４号公報（技術コード：１３１－５９２）がある。
【０１４８】付記項３０～３４の従来技術としては、特
開２０００－４１９３７号公報（技術コード：１３１－
５９１）がある。
【０１４９】付記項４０～４４の従来技術としては、特
開平１１－１５５８０５号公報及び特開平１１－２５３
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３９３号公報がある。
【０１５０】付記項５０～５３の従来技術としては湾曲
部を被覆する被覆チューブ部材の固定方法として、先端
側が先端構成部の基端部外周に被覆されると共に、被覆
チューブ部材の基端側は内視鏡可撓管部の先端部外周に
被覆され、先端構成部に被覆された被覆チューブ部材の
先端部位の外周と可撓管部に被覆された被覆チューブ部
材の基端側の外周とにそれぞれ絹糸及びテグス等の糸状
体を巻き付けて緊縛することにより被覆チューブ部材を
固定するようにしているものがある。そして、糸状体の
周囲にウレタン等の熱可塑性樹脂を配し、被覆チューブ
部材の両端外表部を滑らかに形成するようにしている。
【０１５１】（付記の従来技術の問題点）特開平２－２
７１８１７号公報及び実開平５－２８３０１号公報の問
題点は、被覆チューブ部材の肉厚を変化させるため、湾
曲部の一部の外径が太くなり、内視鏡の挿入性が底下す
ることにある。
【０１５２】特開平１０－２３４６５３号公報の問題点
は、湾曲コマの外周を覆う外装部材と、該外装部材を覆
う弾性被覆チューブ部材の間に弾性部材を介装すること
で、湾曲部の湾曲形状を最適化させているため、湾曲部
外径が部分的に大きくなり、内視鏡の挿入性が低下する
ことにある。
【０１５３】特開平１１－９５４３号公報の問題点は、
湾曲部の節輪同士を連結する連結部の回転抵抗を、湾曲
部先端側よりも基端側において大きくするために連結部
の構成において、微細なリベットを使い分けなくてはな
らなくなり、湾曲部の組立作業が煩雑であったり、湾曲
部内に回動抵抗値を上げるための構成部品を配置しなく
てはならなくなり、そのため内蔵物に与えるダメージが
大きくなったりすることにある。
【０１５４】特開平１１－９５４４号公報の問題点は、
湾曲部に配された円筒状網部材の基端側より、湾曲部全
長の５０～７０％の範囲に硬度２０～７０度の柔軟性樹
脂を充填するため、充填された樹脂の範囲において、樹
脂の厚さ分だけ湾曲部の外径が大きくなってしまい、内
視鏡の挿入性を低下させてしまうことにある。また、円
筒状網部材に樹脂を充填するためには、該円筒状網部材
が湾曲部に組付けられるより前に樹脂を充填しなくては
ならず、樹脂が充填された円筒状網部材はその内径を拡
張することが困難となり、その後の湾曲部への組付け作
業も困難になる。
【０１５５】特開平４－３５７９２１号公報、特開平１
１－３１８８１５号公報及び特開２０００－５１１４４
号公報の問題点は、湾曲部の外周に配されるブレードの
両端部に例えば金属製のリング状部材が固着されて構成
されているため、湾曲部にブレードを外挿させるため
に、当該リング状部材の最小内径は、湾曲部の最大外径
よりも大きく構成しなくてはならず、それゆえに当該リ
ング状部材により湾曲部の外径が大きくなり、内視鏡の
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挿入性を低下させてしまうことにある。
【０１５６】特開２０００－４１９３７号公報の問題点
は、外装ゴムの両端部に配された固定材を加熱溶融して
も、固定材の粘性が比較的高いため微細な隙間部に浸透
せず、結果的に微細な隙間部が発生し、当該隙間部を埋
めるための補修をしなくてはならず、作業が面倒にな
る。
【０１５７】特開平１１－１５５８０５号公報の問題点
は、処置具挿通用チャンネルを交換する際に、破損した
処置具挿通用チャンネルを取り出すために、チャンネル
以外の構成部品である観察光学系及び照明光学系を先端
部本体より取り外さなくてはならない点にある。また、
破損した処置具挿通用チャンネルを取り除いた後に、新
しい処置具挿通用チャンネルを挿入部内に配置しなくて
はならず、内部の確認ができない挿入部全長に亘って上
手くチャンネルを挿入することは不可能であった。
【０１５８】湾曲部を被覆する被覆チューブ部材の両端
部を固定する従来の方法の問題点は、糸状体を巻き付け
緊縛した後に、糸状体の周囲にウレタン等の熱可塑性樹
脂を配し、外表面を滑らかに形成しているが、ウレタン
等の熱可塑性樹脂はエタノールに対する薬品耐性が低
く、また、比較的柔らかい樹脂剤の場合、薄肉となる熱
可塑性樹脂の端部がめくれ易くなってしまうと言うこと
にある。
【０１５９】（付記項の目的）付記項１０～１２の目的
は、湾曲部の外径を部分的に大きくすることなく、ま
た、湾曲部を構成する部品点数及び組立にかかる時間を
増大させることなく、湾曲部の湾曲形状を最適化させる
ことにある。付記項２０～２４の目的は、湾曲部の外径
を大きくすることなく、湾曲部を被覆するブレードを交
換可能にすることにある。付記項３０～３４の目的は、
外装ゴムの両端固定部における固定材を容易に固定で
き、かつ固定作業時に微細な隙間の発生を抑えることが
でき、組立作業性を向上させることにある。付記項４０
～４４の目的は、内視鏡の挿入部内に配された内蔵物の
交換作業を容易に実施できることにある。付記項５０～
５３の目的は、湾曲部を被覆する被覆チューブ部材の両
端部を熱可塑性樹脂にて固定する構造において、化学的
及び物理的な要因に対する耐性を向上させることにあ
る。
【０１６０】（付記項の作用）付記項１～６にかかる作
用は、第１実施形態に記載の作用と同じである。付記項
１０～１２にかかる作用は、第２実施形態に記載の作用
と同じである。付記項２０～２４にかかる作用は、第３
実施形態に記載の作用と同じである。付記項３０～３４
にかかる作用は、第４実施形態に記載の作用と同じであ
る。付記項４０～４４にかかる作用は、第５実施形態に
記載の作用と同じである。付記項５０～５３にかかる作
用は、第６実施形態に記載の作用と同じである。
【０１６１】（付記項の効果）付記項１～６の効果は、
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湾曲部を構成するブレードが、被覆チューブ部材の交換
と同時に実施できることに加え、湾曲部の湾曲性能及び
湾曲操作性を低下させないということにある。
【０１６２】付記項１０～１２の効果は、湾曲部を構成
するブレードが、被覆チューブ部材の交換と同時に実施
できることに加え、湾曲部を構成する部品点数は従来と
同様にて、湾曲部の湾曲形状を最適な形状にするという
ことにある。
【０１６３】付記項２０～２４の効果は、湾曲部のブレ
ードを単体にて交換可能にできることに加え、ブレード
の固定部外径を大きくすることなく、ブレードを湾曲部
を構成する複数の湾曲コマに密着させることが可能であ
ることにある。
【０１６４】付記項３０～３４の効果は、湾曲部を被覆
する被覆チューブ部材の両端固定部において、固定作業
を容易にすることに加え、当該固定部に微細な隙間部の
発生をなくすことができ、固定作業の確実性を向上させ
ることにある。
【０１６５】付記項４０～４４の効果は、内視鏡の内蔵
物の交換作業を、内視鏡を完全に分解することなく、容
易にすることに加え、交換されない他の内蔵物へのスト
レスを少なくでき、品質を低下させることがないことに
ある。
【０１６６】付記項５０～５３の効果は、湾曲部を被覆
する被覆チューブ部材の両端固定部において、固定作業
を容易にすることに加え、薬品に対する耐性、及び固定
部の両端部の物理的めくれに対する耐性が向上すること
にある。
【０１６７】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、金
属等の素線にて編組みされたブレードが一体的に設けら
れたゴム等のエラストマーにて形成された被覆チューブ
部材のもつ伸縮性を阻害することがなく、湾曲部の湾曲
抵抗の増大による操作性を低下させない。また、ブレー
ドの取り付け、取り外しが容易である。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態に係る内視鏡システムの全体を示
す斜視図。
【図２】第１実施形態に係る内視鏡の湾曲部付近の縦断
面図。
【図３】第１実施形態に係る内視鏡の湾曲部の外装部材
の一部を切除して示す斜視図。
【図４】第１実施形態に係る内視鏡の湾曲部における外
装部材の変形例のものを一部切除して示す縦断面図。
【図５】第２実施形態に係る内視鏡の湾曲部の外装部材
の一部を切除して示す斜視図。
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【図６】第２実施形態に係る内視鏡の湾曲部付近の縦断
面図。
【図７】第３実施形態に係る内視鏡の湾曲部付近の縦断
面図。
【図８】第３実施形態に係る内視鏡の湾曲部における外
装部材の斜視図。
【図９】第３実施形態に係る内視鏡の湾曲部における外
装部材の一部を示す断面図。
【図１０】第３実施形態に係る内視鏡の湾曲部における
外装部材の変形例の斜視図。
【図１１】第４実施形態に係る内視鏡の先端部の縦断面
図。
【図１２】第５実施形態に係る内視鏡の先端部、湾曲部
及び可撓管部にわたる部分の、湾曲部の最外層を構成す
る円筒状の弾性体よりなる外皮を取り外して示す斜視
図。
【図１３】図1２中Ａ－Ａ線に沿う、内視鏡の可撓管部
の断面図。
【図１４】第５実施形態に係る内視鏡の先端部と湾曲部
を切り離した状態の側面図。
【図１５】第５実施形態に係る内視鏡の先端部と湾曲部
を切り離した状態の側面図。
【図１６】第５実施形態に係る内視鏡の先端部と湾曲部
を切り離した状態の側面図。
【図１７】第５実施形態に係る内視鏡において古い処置
具挿通チューブを新しい処置具挿通チューブに接続した
部分の縦断面図。
【図１８】第５実施形態に係る内視鏡の先端部と湾曲部
を治具を用いて切り離したときの状態の側面図。
【図１９】第５実施形態に係る内視鏡の操作部の縦断面
図。
【図２０】第５実施形態に係る内視鏡の分解した操作部
の縦断面図。
【図２１】第５実施形態に係る内視鏡の先端部の縦断面
図。
【図２２】第５実施形態に係る内視鏡の先端部の縦断面
図。
【図２３】第６実施形態に係る内視鏡の湾曲部付近の縦
断面図。
【図２４】第６実施形態に係る内視鏡の湾曲部における
先端部分の側面図。
【符号の説明】
２…内視鏡、３…操作部、４…挿入部、６…先端部、７
…湾曲部、３１…湾曲コマ、３３…外装部材、５１…被
覆チューブ部材、５２…ブレード。
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